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1 .  出題 趣旨  

 【 第 1 問 】で は、 アン ケ ート への 回答 拒 否に 対し 不利 益 を

与え るこ と が、憲 法上 の権 利 の不 当な 制限 と なる かど うか を、

原 告 、 被 告 両 方 の 立 場 か ら 論 じ る こ と を 求 め る 問 題 で あ る 。

本 問 で は 、 問 題 と な る 憲 法 上 の 権 利 に 関 わ る 基 礎 知 識 と 、 そ

の 適 用 の 仕 方 が 、 問 題 の 具 体 的 事 実 に 即 し て 、 論 理 的 に 示 さ

れる 必要 が ある 。  

 【 第 2 問 】で は、 統治 分 野に おけ る基 礎 知識 を理 解し 記 憶

した 上で 、 適切 に そ れを 再 現で きる か が 問 われ てい る。  

 

2 .  採点 実感  

 【第 1 問】 に おける X、 Y そ れぞ れの 主 張は 、本 問ア ン ケ

ー ト 調 査 の 性 質 を ど う 理 解 す る か に 関 わ っ て い る 。 多 く の 者

は、〔設 問１ 〕に おい て、 X の 立 場よ り、本 件 ア ンケ ート 調 査

が 記 名 式 で 、 回 答 が 強 制 さ れ る 調 査 で あ る こ と か ら 、 こ れ が

憲法 1 9 条 の保 障 する「 沈黙 の自 由」を 侵害 する 旨を 、適切 に

主張 する こ とが でき てい た 。しか し、〔設 問 ２ 〕に お ける 反論・

私 見 の パ ー ト で 十 分 な 論 述 が で き て い た 者 は 、 少 数 に と ど ま

っ た 。 本 件 ア ン ケ ー ト は 市 職 員 の 内 心 を 直 接 推 知 す る も の な

の か 、 そ れ と も 、 職 務 専 念 と い う 職 責 に 関 す る 調 査 に 過 ぎ な

いの かと い った 検討 が、本問 で は 最低 限必 要 だっ たで あろ う。 

 【 第 2 問】（１ ）では 、法の 支配 と 法治 主義 で 語ら れる「 法」

の違 いに 言 及で きて いた 者 は少 数で あっ た 。ま た（ ２）では 、

「 良 心 」 に 関 す る 客 観 的 良 心 説 と 主 観 的 良 心 説 の 対 立 に そ も

そも 言及 で きて いな い答 案 が少 なく なか っ た。  

 

3 .  学習 方法  

 【 第 1 問 】に 関し ては 、 時間 切れ と思 わ れる 答案 が少 な く

な か っ た 。 こ れ に 対 す る 対 策 と し て は 、 制 限 時 間 内 に 論 述 す

る訓 練を 繰 り返 すこ とが 最 も有 効で ある 。ただ 、それ 以前 に 、

事 案 と 真 摯 に 向 き 合 う 習 慣 を つ け る こ と が 、 な に よ り も 重 要

で あ る 。 今 回 提 出 さ れ た 答 案 で も 、 教 科 書 的 な 知 識 の 羅 列 に

と ど ま る 答 案 が 依 然 と し て 多 数 を 占 め た 。 問 題 文 に 書 か れ て

い る 具 体 的 事 実 を 正 面 か ら 深 く 分 析 で き て い な い 答 案 が 肯 定

的 に 評 価 さ れ る こ と は あ り え な い 。 日 頃 か ら 判 例 の 「 事 実 」

にも 十分 な 気を 配っ て学 習 をす るこ とが 求 めら れよ う。  


